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　国際的な審査協力や世界特許が唱えられる一方で、大学を組み入れた知財創造
サイクルの必要性が叫ばれています。今回は、
　●テーマ１「特許出願の減少は“厳選の兆し”なのか？」
　●テーマ２「知財創造サイクルの“モデル”は再考すべきか？」
の二つに絞って、日頃から思うところ・感じるところを書きます。
　そのキーワードを申し上げると、
　テーマ１は、製造業の強さ（高品質・高歩留まり）と改良特許の件数との相関関係、
　テーマ２は、知的財産創造サイクル（特許法第１条）を自己完結的に回すために、
　　　　　大学法人に欠けているもの（産業界が支援すべきもの）、
です。
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り、世界中の誰もが認めている。

このような高品質は、いわゆる基

本発明によって生み出されるもの

ではなく、日々の改善・改良・工

夫といった改良発明の積み重ねか

ら創り上げられるものであり、そ

こに日本の製造業の強味がある。

　そうであるなら、この「日米逆

転」を、単に“発明をノウハウと

して秘匿したり、世界戦略により

国内出願を厳選した結果である”

と説明して済ませるには問題があ

るように感じる。

＜改良と工夫こそが製造業の強み＞

　７０年代後半から８０年代、９０年代

にかけて、日本製品の高品質が世

界中で評価されていた時代には、

日本は大量の改良特許出願で米国

を圧倒していた。優れた品質と、

高い製造歩留まりを求め続ける製

造業の、開発･設計･生産現場での

旺盛な改良と工夫が背景にあった。

　米国では、そのような改良と工

夫は不十分だったらしく、概して

米国製品の品質に対する評判は良

くない。しかし、米国製品に品質

上の問題があっても、それは「米

国人が大雑把だから」という国民

性でもって好意的に説明されてき

た。反対に、日本製品の品質の良

さについては、「日本人はチマチ

マした細工が得意だから」という

ような自虐的とも言える説明がさ

れることもあった。

＜国の科学技術政策の問題＞

　日本人は「改良発明は得意だが

基本発明は得意でない」とよく言

われるが、国の科学技術政策の問

題と製造業の強さの問題を分けて

考えないと、本質を見誤ると思う。

日本は「ノーベル賞級の発明が少

ない」と言われるが、本来、その

ような発明が生まれるのは製造業

の開発・設計現場ではない。

　大学や国立研究機関のような特

定の事業に拘泥しない広い視野に

立った研究現場や、軍事研究・宇

宙開発のような国家プロジェクト

に基づく研究現場が、ノーベル賞

級の基本発明が生まれる主たる現

場であって、これらは国家予算の

使い道に関する国の科学技術政策

の問題である。

　製造業から生まれてくる発明は

当然、優れた品質と、高い製造歩

留まりを実現するための改良発明

が中心となるのであり、製造業か

らノーベル賞級の基本発明が生ま

れるのは、一種のバイプロダクト

（副生成物）である。製造業に向

かって「改良発明はソコソコにし

て、これからは基本発明をめざそ

う！」などと求めるとしたら、そ

れは見当違いであろう。

＜日本の製造業の強さの源泉＞

　改良特許が多いというのは、製

造業が強くたくましいことの証明

であり、それが日本の強さの源泉

である。そのように考えると、日

本の特許出願の減少、日・米の出

願件数の逆転は「日本の優位性が

失われようとしている」ひとつの

シグナルと言えなくもない。

　巷では、日本の特許出願が減少

した理由として、特許庁の施策（指

導？）があるように囁かれている。

いわく「審査負担が増加する中で

早期の審査を実現するために、任

期付審査官を採用したり審査請求

の取下げを奨励する一方で、先使

用権の活用などを説いて出願自体

を減らそうとしている。」という

指摘である。

　これが本当の話であるとしたら、

日本の経済産業政策の方向性とし

て“いかがなものか”と思わずに

はいられない。

▲【図表１】主要国での特許出願などの状況
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［視点］
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▲【図表２】産学連携による知的財産創造サイクル
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＜二つのタイプの研究＞

　知財創造立国を実現するために

は、「知の拠点」としての大学に

おいて産学連携が盛んになること

が必要である。大学はもっと産業

界や地域社会とつながりを持ち、

これらが必要とする実用的研究を

することが必要だが、それだけで

は片手落ちである。

　大学では、企業との共同研究や

受託研究だけでなく、一歩先を見

た研究、つまり「民間では扱いに

くいが長期的に価値を生じる」（科

学技術会議「知的財産戦略につい

て」、平成１９年５月１８日）ような

基礎研究が必要である。

　しかし、先立つ難問は、その基

礎研究の原資である。大学は発明

の実施主体ではないから、自らの

事業によって研究開発費を捻出す

ることはできず、ましてや基礎研

究の原資を作ることなど到底でき

ない。けだし、大学は知財創造サ

イクルを“自己完結させることが

できない”という意味で、特許法

第１条の趣旨から外れた法人だか

らである。

＜基礎的研究の原資＞

　この原資は、結局は大学の外部

から調達するしかない。先ずは、

目先の利益を超えた企業の社会貢

献のひとつとして、産業界が大所

高所の見地に立って支援するしか

ないだろう。

　このような支援は、ブランド価

値のある著名大学に集中しがちで

あるが、これからは地方の時代で

ある。地域社会における産学連携

が重要であると考えて、ぜひとも

特色ある地方の大学に支援の手が

向くことを期待したい。

　もちろん、国家政策として国が

支出することも必要不可欠である。

国民や企業から集めた税金を大学

に再配分し、「知の拠点」として

の大学の機能を発揮せしめていく

のが国の役目である。

＜産学連携から産学融合へ＞

　大学は発明の実施主体ではない

から、企業のように自己完結的に

知財創造サイクルを回すことはで

きない。しかし、一定の地域社会

において、地場の大学と産業界が

連携を進めて産学連携から産学「融

合」へと進化していけるならば、

その融合体としては、充分に自己

完結的に知財創造サイクルを回す

ことが可能になる。

　そのためには、一方では、地場

の産業界が大所高所の見地に立っ

て、地元の大学における基礎的研

究の部分を経済的に支援する。こ

れは、事業上の見返りやリターン

を求めない支援であり、長期の研

究や用途を特定しないテーマの基

礎研究にあてられる。

　他方では、事業上の用途を特定

するような短期のテーマについて

は、大学側は不実施補償などとい

う不可解な障壁は自ら進んで取り

払い、共同研究や受託研究を活発

化させる意欲と姿勢を示す。

　理想論かもしれないが、このよ

うな「二方面」での産学連携を推

し進めて、その下で、研究の成果

を地場の企業で実施できるように

するならば、その地域社会におい

て産学連携から一歩進んだ産学融

合体として、図表２がイメージし

ている知財創造サイクルを回すこ

とが可能になるであろう。

＜大学は変わってきたか？＞

　産業界からの支援の受け皿とし

て、大学自身も変わる必要がある。

大学自身が変わらなければ企業は

“気前の良い”支援はするはずも

ないし、なにかと“面倒な問題が

多い”大学との共同研究に積極的

になることも少ない。

　しかし、私の実感では、着実か

つ急速に大学人の意識は内部から

変わってきている。色々と問題は

ありながらも、大学と産業界の連

携・連合さらに融合しながら知財

創造サイクルを協力・共同して推

し進めていく主体的な条件と環境

は、大きく育ってきている。

　２００２年の小泉首相の施政方針演

説から始まった大学の知財推進活

動は、紆余曲折を経てさまざまな

問題を残しながらも、着実に前進

していると感じている。

以上

このごろ思うこと「二題」


